
　第一種中高層住居専用地域
　第二種中高層住居専用地域
　第一種住居地域 　　　×１．２５
　第二種住居地域
　準住居地域

　近隣商業地域
　商業地域
　準工業地域
　工業地域

用途地域の指定のない地域
　荒川河川敷地区 →　×１．２５
　荒川終末処理場地区 →　×１．２５
　戸田公園 →　×１．５

　第一種中高層住居専用地域
　第二種中高層住居専用地域
　第一種住居地域
　第二種住居地域
　準住居地域

　近隣商業地域
　商業地域
　準工業地域
　工業地域

用途地域の指定のない地域
　荒川河川敷地区 →　２０ｍ＋１．２５
　荒川終末処理場地区 →　２０ｍ＋１．２５
　戸田公園 →　３０ｍ＋２．５

用途地域 容積率（％） 別表４の号

敷地境界線か
らの水平距離
が10ｍ以内の
範囲

敷地境界線か
らの水平距離
が10ｍを超え
る範囲

第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

２００ （２） ４時間以上 ２．５時間以上 ４ｍ 高さが10ｍを超える建物

第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域

２００ （１） ４時間以上 ２．５時間以上 ４ｍ 高さが10ｍを超える建物

２００ （２） ５時間以上 ３時間以上 ４ｍ 高さが10ｍを超える建物

３００ ― なし なし ― ―

準工業地域 ２００ （２） ５時間以上 ３時間以上 ４ｍ 高さが10ｍを超える建物

１００（荒川河川敷地区域） （２） ４時間以上 ２．５時間以上

２００（荒川終末処理場地区） （３） ５時間以上 ３時間以上

３００（戸田公園） （３） ５時間以上 ３時間以上

条例で指定された対象区域 制限される日影時間

　■　道路幅員による高さの制限　　　　　　

　■　隣地境界線からの高さの制限　　　　　　

　■　日影による高さの制限　　　　　

用途地域の指定のない区域 高さが10ｍを超える建物

日影を測定
する水平面
（平均地盤
面からの高
さ）

制限を受ける建物

近隣商業地域

４ｍ

×１．５

a＝１．２５

H＝２０ｍ

a＝２．５

H＝３１ｍ

建築できる範囲

建築できる範囲

隣地境界線

道 路

※ 道路斜線の勾配（a）

※ 隣地斜線の勾配（a）と勾配の起点となる高さ（Ｈ）
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